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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営に影響を受けている農林水産業者が、経営維持等に

必要な資金の借り入れを行う場合、経営の再建、継続を支援するため、当該資金を融資した融資機関

に対し、利子補給金を交付する。 

 

利子補給金の対象となる資金：新型コロナウイルスの発生により被害を受けた市内の農林水産業者へ

融資した農林水産業資金とする。 

利子補給率：借入利率と同額。但し、1.3％を上限とする。 

利子補給期間：借入期間もしくは借入から令和３年度末までの期間のうち、どちらか短い期間とする。 

事業の概要 

事業の内容・事業費内訳等 

関連計画等 

農林水産部農政畜産課 

事業費：500 千円 


